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第３ 裁判員の参加する公判手続の実施状況について 

１ 本項の概要 

(1) 裁判員の参加する公判手続の対象となる事件・合議体の構成 

ア 対象となる事件 

裁判員裁判対象事件は、法定刑に死刑、無期懲役・禁錮を含む罪に係る事件と、法

定合議事件のうち故意の犯罪行為で人を死亡させた事件である（法２条１項）。 

ただし、裁判員やその親族等に危害が加えられるなどのおそれがあり、裁判員の職

務の遂行ができないような事情がある場合や、審判に要する期間が著しく長期化する

などの場合には、決定により裁判員裁判対象事件から除外され、裁判官のみで構成す

る合議体で取り扱う（除外決定、法３条１項、３条の２第１項）。 

イ 合議体の構成 

裁判員裁判対象事件を取り扱う合議体の構成は、原則的には裁判官３人と裁判員６

人である。例外的に、公訴事実に争いがなく、事件の内容等に照らし適当であり、当

事者にも異議がない事件については、裁判官１人と裁判員４人の合議体で審理・裁判

することができる（法２条２項、３項）。 

(2) 裁判員裁判における公判手続の流れ 

ア 公判前整理手続 

刑事訴訟手続は、検察官が、裁判所に対し、被告人の処罰を求めて公訴提起（起訴）

することにより開始される。裁判員裁判対象事件が起訴された場合、裁判所は、公判

前整理手続に付さなければならない（法４９条）。 

公判前整理手続では、当事者による主張の明示や証拠の開示等を通じ、争点及び証

拠の整理を行うほか、公判の審理計画を策定し、公判期日を定めるなど公判手続の進

行上必要な事項を定める。そして、裁判所は、当事者との間で争点及び証拠の整理の

結果を確認し、公判前整理手続を終了させる。 

なお、裁判員が加わって審理が開始された後に、鑑定のために長期間審理が中断す

るような事態は望ましくないことから、裁判員裁判対象事件の公判前整理手続で鑑定

を行うことが決定された場合、鑑定結果の報告までに相当期間を要するときは、公判

開始前に、鑑定の経過及び結果の報告を除く鑑定の手続を行うことができる（第１回

公判期日前の鑑定、法５０条１項）。 
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審理期間と対比した公判前整理手続期間・期日回数の状況は、図表３３及び図表３

５ないし図表４０のとおりである。 

イ 公判審理 

(ｱ) 公判手続は、原則として公開の法廷において開く公判期日において行う。公判期

日の指定に当たっては、できる限り連日開廷し、継続して審理を行うようにしなけ

ればならない（刑事訴訟法２８１条の６）。公判の審理期間・実審理期間・開廷回

数の状況は、図表４１ないし図表４５のとおりである。 

公判期日においては、まず、人定質問や検察官の起訴状朗読、被告人及び弁護人

の被告事件についての陳述等が行われる（冒頭手続）。 

続いて証拠調べ手続に入り、検察官や弁護人が証拠により証明しようとする事実

を述べる冒頭陳述を行い、裁判所が公判前整理手続の結果を明らかにした上、証拠

物や証拠書類の取調べや証人尋問等が行われる。また、被告人には黙秘権があるが、

被告人が自ら供述する場合は被告人質問も行われ、その結果も証拠となる。 

証拠調べ手続が終了すると、弁論手続が行われ、検察官や弁護人が事実認定や法

律の適用に関する意見等を述べ（検察官の論告・求刑、弁護人の弁論）、最後に被

告人に対しても事件についての意見を述べる機会が与えられ（最終陳述）、審理を

終結する（結審）。 

取り調べた証拠数・証人数、開廷時間・証人尋問時間・被告人質問時間の平均や

分布の状況は、図表４６ないし図表５７のとおりである。 

(ｲ) 同一の被告人に対し、複数の事件が起訴された場合、弁論の併合（客観的併合）

がされることがある。客観的併合がされている事件について、公訴事実の数別に、

開廷回数・総審理時間や証拠調べの状況を図表５８ないし図表６１で示した。 

他方、同一の被告人に対し、複数の事件が起訴され、弁論を併合したままだとそ

の審理が長期に及ぶ場合などについて、裁判員の負担を軽減しながらも、刑の量定

も含め適正な結論が得られるように、区分審理の制度が設けられた（法７１条以下）。

これは、併合した事件のうち一部の事件を区分し（区分審理決定）、順次、区分し

た事件ごとに審理を担当する裁判員を選任して審理し、有罪・無罪に関して部分判

決を行い、これを踏まえて、新たに選任された裁判員の加わった合議体が残りの事

件を審理した上、併合した事件全体について刑の言渡しを含めた終局判決を行うと
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いうものである。なお、区分事件に含まれる被告事件の全部が裁判員裁判対象事件

に該当しないときなど、裁判所の決定によって、構成裁判官のみで構成する合議体

で、その区分事件の審理及び裁判を行う場合もある（法７４条）。 

区分審理決定のあった事件の審判の数ごとの内訳、区分審理決定の有無別にみた

開廷回数及び開廷時間の平均や分布の状況は、図表６２ないし図表６４のとおりで

ある。 

ウ 評議 

公判審理が終結すると、合議体を構成する裁判官と裁判員は、評議を行い、有罪か

無罪か、有罪の場合にはどのような刑にするかを議論して決める。なお、審理の合間

にも、随時評議が行われることがあり（中間評議）、それとの対比において、上記の

ような結審後に行われる評議は最終評議と呼ばれる。最終評議における評議時間の平

均や分布の状況は図表６６ないし図表６８のとおりである。 

エ 裁判・控訴・上告 

評議において有罪・無罪、有罪の場合には量刑につき結論が決まると、判決が宣告

され、事件は終局する。第一審の判決に不服がある当事者は、高等裁判所に控訴する

ことができ、控訴審判決に不服がある当事者は、最高裁判所に上告することができる。 

裁判員裁判の第一審の裁判結果や、控訴理由、控訴審の結果、上告理由、上告審の

結果の状況等は、図表６９ないし図表７６のとおりである。 
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オ なお、公判手続（公判前整理手続を含む。）の流れをフローチャートで示すと、以

下のとおりである。 
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(3) 本項における集計の在り方 

以上のような対象事件及び合議体の構成並びに公判手続（公判前整理手続を含む。）

の流れを踏まえつつ、以下、裁判員の参加する公判手続の実施状況を概観するが、自白

事件と否認事件で手続運用の在り方が異なることから、自白・否認別のクロス集計を基

本としつつ、その他の様々なクロス集計も活用した集計結果を示した。また、特に、公

判前整理手続に関しては、期間・期日回数について、審理期間全体との対比も示しつつ、

平均値や分布等の集計を盛り込んだ。 
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２ 概況 

令和４年の裁判員裁判対象事件の公判手続に関する概況は、図表２９のとおりである。

各データの詳細は右欄外に記載した各図表を参照されたい。 

 

図表２９ 裁判員裁判対象事件の公判手続概況データ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

３ 審理 

(1) 合議体の構成・除外決定 

合議体は、全ての事件で裁判官３人と裁判員６人で構成された。また、裁判員法３条

１項の除外決定がされた人員は、令和４年中に終局した事件においては５人であった。 

 

 

 

区分

事項（平均）

受理～第１回 １２.３（月） ９.４（月） １４.８（月） 

受理～終局 １３.８（月） １０.７（月） １６.５（月） （注）　図表４１参照

１７.５（日） １０.３（日） ２３.７（日） （注）　図表４２参照

５.４（回） ４.３（回） ６.４（回） （注）　図表４４参照

１１.５（月） ８.６（月） １４.０（月） （注）　図表３７参照

４.７（回） ３.６（回） ５.７（回） （注）　図表３３参照

８９４.２（分） ６４４.９（分） １,１０７.１（分） （注）　図表６６参照

２３.４（個） ２０.０（個） ２６.４（個） （注）　図表４６参照

３.１（人） １.６（人） ４.５（人） （注）　図表４７参照

２５４.５（分） １１２.６（分） ３５８.４（分） （注）　図表４９参照

１９２.８（分） １７３.１（分） ２１０.０（分） （注）　図表５１参照

７０８.２（分） ４８６.９（分） ９０２.２（分） （注）　図表５５参照平均開廷時間

平均開廷回数

平均公判前整理手続期間

平均公判前整理手続期日回数

平均取調べ証拠数

平均評議時間

平均取調べ証人数

平均証人尋問時間

平均被告人質問時間

平均実審理期間

平均審理期間

総数 自白 否認
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図表３０ 合議体の構成別の判決人員（罪名別） 

（裁判官１人と裁判員４人の合議体なし） 

 

 

 

図表３１ 合議体の構成別の判決人員（実審理期間別）  

（裁判官１人と裁判員４人の合議体なし） 

 

 

 

図表３２ 罪名別の除外決定がされた判決人員 

 

 

 

 

 

総数 5                           -                           

殺人 4                           -                           

銃刀法違反 1                           -                           

（注）実人員である。

法３条の２第１項法３条１項
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(2) 公判前整理手続 

公判前整理手続期日回数の平均及び分布状況（自白・否認別）は、図表３３のとおり

である。 

なお、公判前整理手続において鑑定の手続を行う旨の決定（法５０条。以下、「第１

回公判期日前の鑑定」という。）をして判決に至った人員を罪名別にみると、図表３４

のとおりである。 

 

図表３３ 公判前整理手続期日回数別の判決人員の分布及び平均公判前整理手続 

期日回数（自白否認別） 

 

  

0回 1回 2回 3回 4回 5回 6回以上

(100.0) (7.3) (24.3) (20.3) (14.6) (7.4) (26.1)

725         -        53       176     147     106     54       189     

(100.0) (7.9) (29.1) (23.6) (16.1) (7.3) (16.1)

330         -        26       96       78       53       24       53       

(100.0) (6.8) (20.3) (17.5) (13.4) (7.6) (34.4)

395         -        27       80       69       53       30       136     

（注）１　実人員である。

　　　２　（　）は判決人員に対する割合（％）である。

公 判 前 整 理 手 続 期 日 回 数

否認 5.7            

総数 4.7            

自白 3.6            

判決
人員

平均公判前
整理手続期
日回数（回）

7.3%

7.9%

6.8%

24.3%

29.1%

20.3%

20.3%

23.6%

17.5%

14.6%

16.1%

13.4%

7.4%

7.3%

7.6%

26.1%

16.1%

34.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数

自白

否認

１回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回以上
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図表３４ 罪名別の第１回公判期日前の鑑定（法５０条）を行った判決人員 

 
 

 

 

 

判決人員
鑑定を行った

判決人員

(7.7)

57            

(12.0)

22            

(14.5)

10            

(6.6)

8              

(8.4)

7              

(8.9)

4              

(3.1)

2              

(50.0)

2              

(16.7)

2              

（注）１　実人員である。

　　　２　（　）は判決人員に対する割合（％）である。

強盗致傷 121           

傷害致死 83            

保護責任者遺棄致死 12            

（準）強制わいせつ致死傷 65            

（準）強制性交等致死傷 45            

傷害 4              

総数 738           

殺人 184           

現住建造物等放火 69            
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平均審理期間、公判前整理手続期間及び同手続以外の手続に要した期間の平均（自白・

否認別、罪名別、第１回公判期日前の鑑定の有無別及び開廷回数別）をみると、図表３

５ないし図表３９のとおりである。公判前整理手続以外の手続に要した期間とは、1)受

理から公判前整理手続に付する決定までの期間、2)公判前整理手続終了から第１回公判

期日までの期間、3)実審理期間の合計である。それぞれ全審理期間に占める公判前整理

手続期間と同手続以外の手続に要した期間の平均を示し、かつ、それぞれの割合をグラ

フ化したものを添付した。 

また、図表３５には、裁判員裁判対象事件における判決人員の平均審理期間及び公判

前整理手続期間の平均の推移の各データを参考添付した。 

 

 

図表３５ 自白否認別の平均審理期間及び平均公判前整理手続期間 

 

うち公判前

整理手続期

間の平均

（月）

うち公判前

整理手続以

外に要した

期間の平均

（月）

(83.3) (16.7)

11.5 2.3

(80.4) (19.6)

8.6 2.1

(84.8) (15.2)

14.0 2.5

（注）（　）は平均審理期間に対する割合（％）である。

平均審理
期間（月）

否認 16.5

総数 13.8

自白 10.7

11.5 

8.6 

14.0 

2.3 

2.1 

2.5 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

総数 自白 否認

（月）
公判前整理手続以外に要した期間の平均

公判前整理手続期間の平均

(16.7%)

(80.4%)

(19.6%)

(84.8%)

(15.2%)

(83.3%)



第３ 裁判員の参加する公判手続の実施状況について 

 

 

49 

 

（参考）裁判員裁判対象事件における判決人員の平均審理期間の推移  

（総数・自白・否認） 

 
（参考）裁判員裁判対象事件における判決人員の公判前整理手続期間の平均の推移 

（総数・自白・否認） 
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図表３６ 自白否認別・主要罪名別の平均審理期間及び平均公判前整理手続期間 

  

 
 

 

 

うち公判前

整理手続

期間の平

均（月）

うち公判前

整理手続

以外に要

した期間

の平均

（月）

うち公判前

整理手続

期間の平

均（月）

うち公判前

整理手続

以外に要

した期間

の平均

（月）

うち公判前

整理手続

期間の平

均（月）

うち公判前

整理手続

以外に要

した期間

の平均

（月）

(83.3) (16.7) (80.4) (19.6) (84.8) (15.2)

11.5        2.3          8.6          2.1          14.0        2.5          

(83.8) (16.2) (82.6) (17.4) (84.6) (15.4)

11.4        2.2          9.0          1.9          13.2        2.4          

(82.9) (17.1) (84.8) (15.2) (81.8) (18.2)

10.7        2.2          9.5          1.7          12.1        2.7          

(85.1) (14.9) (75.0) (25.0) (88.0) (12.0)

13.1        2.3          7.8          2.6          16.1        2.2          

(83.1) (16.9) (83.5) (16.5) (83.2) (16.8)

9.8          2.0          6.6          1.3          12.9        2.6          

(81.7) (18.3) (81.4) (18.6) (81.6) (18.4)

8.5          1.9          7.0          1.6          11.1        2.5          

(84.7) (15.3) (87.7) (12.3) (83.1) (16.9)

10.5        1.9          10.0        1.4          10.8        2.2          

(55.6) (44.4) (51.0) (49.0) (71.1) (28.9)

8.9          7.1          7.9          7.6          12.8        5.2          

(86.4) (13.6) (83.3) (16.7) (85.0) (15.0)

16.5        2.6          7.5          1.5          17.5        3.1          

(85.8) (14.2) (88.5) (11.5) (83.2) (16.8)

15.1        2.5          11.5        1.5          19.8        4.0          

(80.7) (19.3) (89.8) (10.2) (76.7) (23.3)

10.9        2.6          8.8          1.0          13.5        4.1          

（注）１　（　）は平均審理期間に対する割合（％）である。

　　　２　本表には、判決人員が上位１０位までの罪名を挙げた。

14.8       

7.9         

13.8       

11.8       

15.4       

9.8         

18.3       

15.5       

13.6       

13.0       

18.0       

17.6       

10.4       

13.0       

15.5       

11.4       

8.6         

23.8       

危険運転致死

麻薬特例法違反

殺人 13.6       

強盗致死（強盗殺

人）
17.6       

13.5       

16.0       

12.4       

12.9       強盗致傷

10.4       

（準）強制性交等致

死傷

（準）強制わいせつ

致死傷

現住建造物等放火

傷害致死

総 数 自 白 否 認

平均審理

期間（月）

平均審理

期間（月）

平均審理

期間（月）

覚醒剤取締法違反

総数

19.1       9.0         20.6       

10.9       15.6       

10.7       16.5       

11.2       
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図表３７ 自白否認別の公判前整理手続期間の分布及び平均公判前整理手続期間 

 

 

 

 

図表３８ 第１回公判期日前の鑑定（法５０条）の有無別の平均審理期間及び平均公判 

前整理手続期間 

 

 

 

15

日

以

内

１

月

以

内

２

月

以

内

３

月

以

内

６

月

以

内

９

月

以

内

１

年

以

内

１

年

３

月

以

内

１

年

６

月

以

内

１

年

９

月

以

内

２

年

以

内

２

年

３

月

以

内

２

年

６

月

以

内

２

年

９

月

以

内

３

年

以

内

３

年

を

超

え

る

総数 725   -   -   1   2   140  182  150  87   59  36  17  21  10  10  5   5   11.5  

自白 330   -   -   1   2   114  95   57   31   16  7   2   4   -   1   -   -   8.6   

否認 395   -   -   -   -   26   87   93   56   43  29  15  17  10  9   5   5   14.0  

（注）実人員である。

判
決

人
員

平

均

公

判

前

整

理

手

続

期

間

（
月

）

公 判 前 整 理 手 続 期 間

平均審理
期間（月）

公判前整理

手続期間の

平均（月）

公判前整理

手続以外に

要した期間

の平均（月）

(90.4) (9.6)

17.9 1.9

(82.7) (17.3)

11.0 2.3

（注）　（　）は平均審理期間に対する割合（％）である。

鑑定あり 19.8

鑑定なし 13.3
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図表３９ 開廷回数別の平均審理期間及び平均公判前整理手続期間 

 

うち公判前整

理手続期間

の平均（月）

うち公判前整

理手続以外

に要した期間

の平均（月）

(83.3) (16.7)

11.5 2.3

(75.9) (24.1)

6.0 1.9

(81.3) (18.7)

6.1 1.4

(83.8) (16.2)

8.8 1.7

(84.0) (16.0)

14.7         2.8          

（注）１　実人員である。

　　　２　（　）は平均審理期間に対する割合（％）である。

　　　３　開廷回数には、裁判員裁判対象事件が併合される前の、

　　　　裁判官のみで行われたものを含む。

５回以上 17.5394          

３回 7.5

４回 10.5243          

97           

4             

738          

判決
人員

平均審理期
間（月）

総数 13.8

２回以下 7.9
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裁判員裁判対象事件の受理から終局までの期間を、受理から公判前整理手続に付す旨

の決定まで、同決定から同手続終了まで、同手続終了から第１回公判まで及び第１回公

判から終局までの審理段階ごとの平均日数（自白・否認別）を算出し、グラフ化したも

のが、図表４０である。 

 

 

図表４０ 審理段階別の平均日数（自白否認別） 

 

（注）１　公判を開いた後に整理手続等に付された事件（例：裁判員裁判対象事件以外の事件係属中に

　　　　裁判員裁判対象事件の追起訴があった事件等）を除く。

　　　２　公判前整理手続を一旦終了し、裁判員候補者の呼出しを行った後、第１回公判期日の前に、

　　　　公判前整理手続を再開したものがある。

　　　３　日数の平均によるため、図表３５及び３６の平均審理期間及び平均公判前整理手続期間とは

　　　　一致しない。

11.7 

12.9 

10.6 

345.7 

261.8 

416.9 

10.3 

10.0 

10.5 

17.4 

10.4 

23.4 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

総数

自白

否認

（日）

受理－付公判前 付公判前－公判前終了 公判前終了－第１回 第１回－終局
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(3) 審理期間・開廷回数・実審理期間 

自白・否認別の審理期間の平均及び分布状況は、図表４１のとおりである。また、図

表４２は、自白・否認別の実審理期間の平均及び分布状況である。 

 

図表４１ 自白否認別の審理期間の分布及び平均審理期間 

 

 

図表４２ 実審理期間（第１回公判から終局まで）別の判決人員の分布及び平均実審理

期間（自白否認別） 

 

３月

以内

４月

以内

５月

以内

６月

以内

９月

以内

１年

以内

１年を

超える

総数 738      -         6         35        38        180      158      321      13.8

自白 340      -         3         32        35        109      74        87        10.7

否認 398      -         3         3         3         71        84        234      16.5

（注）１　実人員である。

　　　２　裁判員裁判対象事件以外の事件について公判を開いた後、裁判員裁判対象事件が併合された

　　　　ものを含む。

判決

人員

平均審理

期間（月）

審 理 期 間

２日 ３日 ４日 ５日
１０日
以内

２０日
以内

３０日
以内

４０日
以内

４０日を
超える

総数 738        1        15       35       38       233     264     67       32       53       17.5          

自白 340        1        15       34       33       153     88       7        1        8        10.3          

否認 398        -        -        1        5        80       176     60       31       45       23.7          

（注）１　実人員である。

　　　２　区分審理を行ったものについては、裁判員が参加した審理が行われた期間の合計を実審理期間とした。

　　　３　裁判官のみで第１回公判を開いた後、裁判員裁判対象事件で追起訴があったため裁判員の参加する合議

　　　　体で審理されて終局したものについては、裁判員が参加した審理が行われた期間を実審理期間とした。

　　　４　２及び３以外のものについては、第１回公判から終局までの期間を実審理期間とした。

　　　５　公判期日が延期され、裁判員が解任されたものについては、改めて選任された裁判員の参加した審理が

　　　　行われた期間を実審理期間とした。

平均実審理
期間（日）

実 審 理 期 間
判決
人員
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開廷回数の各平均及び分布状況（罪名別、自白・否認別、第１回公判期日前の鑑定の

有無別）は、図表４３ないし図表４５のとおりである（なお、取調べ証人数別の開廷回

数の分布状況については、図表５６を参照。）。 

 

図表４３ 開廷回数別の判決人員の分布及び平均開廷回数（罪名別） 

 

２回以下 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回以上

総数 738      4         97       243      164      87       50       93       5.4        

殺人 184      -         12       64       52       23       15       18       5.5        

強盗致傷 121      -         17       45       24       13       7         15       5.1        

傷害致死 83       -         5         27       20       11       2         18       6.0        

現住建造物等放火 69       1         14       30       16       4         1         3         4.4        

（準）強制わいせつ致死傷 65       2         24       21       12       4         2         -         4.0        

（準）強制性交等致死傷 45       -         4         18       13       9         1         -         4.7        

麻薬特例法違反 31       -         3         6         5         3         6         8         6.0        

覚醒剤取締法違反 30       -         4         7         3         6         6         4         5.9        

強盗致死（強盗殺人） 21       -         -         8         3         1         5         4         7.6        

危険運転致死 17       -         3         8         1         2         1         2         5.1        

強盗・強制性交等 15       -         3         4         3         3         2         -         4.8        

保護責任者遺棄致死 12       -         2         -         2         2         1         5         7.2        

銃刀法違反 11       -         1         -         -         -         -         10       14.2      

拐取者身の代金取得等 8         -         -         2         4         -         -         2         6.3        

偽造通貨行使 6         -         5         1         -         -         -         -         3.2        

傷害 4         -         -         -         1         3         -         -         5.8        

（準）強制性交等 2         -         -         -         1         1         -         -         5.5        

逮捕監禁致死傷 2         -         -         1         -         -         -         1         6.0        

強盗強姦 2         -         -         1         -         1         -         -         5.0        

公務執行妨害 1         -         -         -         1         -         -         -         5.0        

通貨偽造 1         1         -         -         -         -         -         -         2.0        

偽造有印私文書行使 1         -         -         -         -         -         -         1         8.0        

（準）強姦致死傷 1         -         -         -         1         -         -         -         5.0        

死体損壊等 1 -         -         -         -         -         -         1         12.0      

自殺関与及び同意殺人 1 -         -         -         1         -         -         -         5.0        

常習累犯窃盗 1 -         -         -         -         -         1         -         7.0        

恐喝 1 -         -         -         -         1         -         -         6.0        

大麻取締法違反 1 -         -         -         -         -         -         1         13.0      

麻薬取締法違反 1 -         -         -         1         -         -         -         5.0        

（注）１　実人員である。

      ２　開廷回数には、裁判員裁判対象事件が併合される前の、裁判官のみで行われたものを含む。

判決

人員

開 廷 回 数
平均開廷

回数（回）
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図表４４ 開廷回数別の判決人員の分布及び平均開廷回数（自白否認別） 

 
 

 

図表４５ 開廷回数別の判決人員の分布及び平均開廷回数（第１回公判期日前の鑑定 

（法５０条）の有無別） 

 
 

２回以下 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回以上

総数 738        4           97          243        164        87          50          93          5.4         

自白 340        4           86          153        52          20          10          15          4.3         

否認 398        -           11          90          112        67          40          78          6.4         

（注）１　実人員である。

      ２　開廷回数には、裁判員裁判対象事件が併合される前の、裁判官のみで行われたものを含む。

判決
人員

開 廷 回 数
平均開廷
回数（回）

２回以下 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回以上

総数 738        4           97         243        164        87         50         93         5.4           

鑑定あり 57         -           1           11         20         13         4           8           6.0           

鑑定なし 681        4           96         232        144        74         46         85         5.4           

（注）１　実人員である。

      ２　開廷回数には、裁判員裁判対象事件が併合される前の、裁判官のみで行われたものを含む。

判決
人員

開 廷 回 数
平均開廷
回数（回）
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(4) 公判審理（証拠調べ） 

取調べ証拠数、取調べ証人数、罪名別の取調べ証人数、自白・否認別の証人尋問の合

計時間並びに取調べ証人１人当たりの証人尋問時間、被告人質問時間の各平均及び分布

状況を自白・否認別にみると、図表４６ないし図表５１のとおりである（なお、平均取

調べ証人数の法定合議事件全体との比較については、図表５７を参照。）。 

 

 

図表４６ 取調べ証拠数別の終局件数の分布及び平均取調べ証拠数（自白否認別） 

 

 
  

10個以内 11～20個 21～30個 31～40個 41～50個 51個以上

総数 696        71         350        161        50         23         41         23.4         

自白 325        55         176        60         16         5           13         20.0         

否認 371        16         174        101        34         18         28         26.4         

（注）１　件数建てであり、概数である。

　　　２　取調べ証拠数には証人を含み、延べ数である。

終局
件数

平均取調べ
証拠数
（個）

取 調 べ 証 拠 数

10.2%

16.9%

4.3%

50.3%

54.2%

46.9%

23.1%

18.5%

27.2%

7.2%

4.9%

9.2%

3.3%

1.5%

4.9%

5.9%

4.0%

7.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数

自白

否認

10個以内 11～20個 21～30個 31～40個 41～50個 51個以上
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図表４７ 取調べ証人数別の終局件数の分布及び平均取調べ証人数（自白否認別） 

 
 

 
  

０人 １人 ２人 ３人 ４人
５人
以上

総数 696        67       173     166     89       62       139     3.1          

自白 325        59       120     88       32       16       10       1.6          

否認 371        8        53       78       57       46       129     4.5          

（注）件数建てであり、概数である。

0.036 0.22 0.386 0.27 0.082

平均取調べ
証人数
（人）総数

取 調 べ 証 人 数

終 局 件 数

9.6%

18.2%

2.2%

24.9%

36.9%

14.3%

23.9%

27.1%

21.0%

12.8%

9.8%

15.4%

8.9%

4.9%

12.4%

20.0%

3.1%

34.8%
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総数

自白

否認

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上
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図表４８ 取調べ証人数別の終局件数の分布及び平均取調べ証人数（罪名別） 

 

0人 1人 2人 3人 4人
5人
以上

総数 696      67       173     166     89       62       139     3.1        

殺人 184      12       39       44       29       21       39       3.5

強盗致傷 110      15       27       23       13       11       21       2.7

傷害致死 79        4        14       19       9        9        24       4.1

現住建造物等放火 69        6        18       25       10       2        8        2.2

（準）強制わいせつ致死傷 65        7        27       18       6        2        5        2.0

（準）強制性交等致死傷 44        5        12       8        9        4        6        2.5

覚醒剤取締法違反 28        3        8        4        1        3        9        3.2

麻薬特例法違反 25        5        8        8        2        -        2        1.6

強盗致死（強盗殺人） 19        1        4        2        5        3        4        5.8

危険運転致死 17        1        4        2        4        1        5        3.7

強盗・強制性交等 13        2        4        3        -        2        2        2.2

保護責任者遺棄致死 11        1        1        2        -        1        6        4.7

偽造通貨行使 6         -        3        3        -        -        -        1.5

傷害 4         -        -        -        1        1        2        4.3

拐取者身の代金取得等 4         2        2        -        -        -        -        0.5

銃刀法違反 4         -        1        -        -        -        3        12.5

（準）強制性交等 2         -        -        1        -        1        -        3.0

逮捕監禁致死傷 2         1        -        1        -        -        -        1.0

強盗強姦 2         2        -        -        -        -        -        0.0

公務執行妨害 1         -        -        -        -        1        -        4.0

通貨偽造 1         -        1        -        -        -        -        1.0

偽造有印私文書行使 1         -        -        -        -        -        1        6.0

（準）強姦致死傷 1         -        -        1        -        -        -        2.0

死体損壊等 1         -        -        -        -        -        1        9.0

自殺関与及び同意殺人 1         -        -        1        -        -        -        2.0

常習累犯窃盗 1         -        -        -        -        -        1        6.0

麻薬取締法違反 1         -        -        1        -        -        -        2.0

（注）件数建てであり、概数である。

平均取調
べ証人数

（人）

取 調 べ 証 人 数

総数

終 局 件 数
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図表４９ 証人尋問時間別の終局件数の分布及び平均証人尋問時間（自白否認別） 

 

図表５０ 証人１人当たりの証人尋問時間別の終局件数の分布及び証人１人当たりの平

均証人尋問時間（自白否認別） 

 

30分
以内

60分
以内

90分
以内

120分
以内

240分
以内

300分
以内

300分
を超える

総数 629        36        88        62        52        176      53        162      254.5       
自白 266        31        70        44        26        65        17        13        112.6       
否認 363        5         18        18        26        111      36        149      358.4       
（注）１　件数建てであり、概数である。

　　　２　証人尋問を実施していないものを除く。

終局
件数

平均証人尋
問時間（分）

証 人 尋 問 時 間

5.7%

11.7%

1.4%

14.0%

26.3%

5.0%

9.9%

16.5%

5.0%

8.3%

9.8%

7.2%

28.0%

24.4%

30.6%

8.4%

6.4%

9.9%

25.8%

4.9%

41.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数

自白

否認

30分以内 60分以内 90分以内 120分以内 240分以内 300分以内 300分を超える

30分
以内

60分
以内

90分
以内

120分
以内

240分
以内

300分
以内

300分
を超える

総数 629        62        216      206      85        55        3         2         72.1           
自白 266        50        110      75        22        8         -         1         57.4           
否認 363        12        106      131      63        47        3         1         82.9           

（注）１　件数建てであり、概数である。

　　　２　証人尋問を実施していないものを除く。

証人1人当たり

の平均証人尋

問時間（分）

証 人 1 人 当 た り の 証 人 尋 問 時 間
終局
件数

9.9%

18.8%

3.3%

34.3%

41.4%

29.2%

32.8%

28.2%

36.1%

13.5%

8.3%

17.4%

8.7%

3.0%

12.9%

0.5%

0.8%

0.3%

0.4%

0.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数

自白

否認

30分以内 60分以内 90分以内 120分以内 240分以内 300分以内 300分を超える
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図表５１ 被告人質問時間別の終局件数の分布及び平均被告人質問時間（自白否認別） 

 
 

取調べ証人数、証人尋問時間及び被告人質問時間の各分布状況（開廷時間の分布別）

は、図表５２ないし図表５４のとおりである（なお、開廷時間の平均及び法定合議事件

全体との比較については、図表５７を参照。）。 

 

図表５２ 開廷時間別・取調べ証人数別の終局件数の分布 

    

60分
以内

90分
以内

120分
以内

150分
以内

180分
以内

240分
以内

240分
を超える

総数 696        30        42        102      139      93        145      145      192.8       

自白 325        11        29        64        82        45        49        45        173.1       
否認 371        19        13        38        57        48        96        100      210.0       
（注）　件数建てであり、概数である。

終局
件数

平均被告人

質問時間
（分）

被 告 人 質 問 時 間

4.3%

3.4%

5.1%

6.0%

8.9%

3.5%

14.7%

19.7%

10.2%

20.0%

25.2%

15.4%

13.4%

13.8%

12.9%

20.8%

15.1%

25.9%

20.8%

13.8%

27.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数

自白

否認

60分以内 90分以内 120分以内 150分以内 180分以内 240分以内 240分を超える

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上

696        67       173      166      89       62       139      

５時間以内 88         25       39       21       1         2         -         

６時間以内 54         11       28       12       2         1         -         

７時間以内 63         10       31       15       6         -         1         

８時間以内 50         3         17       22       5         -         3         

９時間以内 61         4         20       18       12       3         4         

１０時間以内 55         3         6         22       14       7         3         

１１時間以内 52         1         13       20       9         5         4         

１２時間以内 39         3         5         10       10       8         3         

１２時間を超える 234        7         14       26       30       36       121      

（注）件数建てであり、概数である。

開

廷

時

間

終局
件数

取 調 べ 証 人 数

総数
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図表５３ 開廷時間別・証人尋問時間別の終局件数の分布 

 
 

 

図表５４ 開廷時間別・被告人質問時間別の終局件数の分布 

    

30分
以内

60分
以内

90分
以内

120分
以内

240分
以内

240分
を超える

629        36         88         62         52         176       215       34.5

5時間以内 63          20         28         12         2          1          -          17.3

6時間以内 43          7          11         13         7          4          1          22.0

7時間以内 53          4          20         9          7          13         -          20.8

8時間以内 47          1          11         5          8          22         -          26.0

9時間以内 57          1          8          6          6          32         4          26.4

10時間以内 52          -          4          5          7          27         9          28.4

11時間以内 51          2          2          8          6          23         10         25.6

12時間以内 36          -          1          1          5          18         11         31.4

12時間を超える 227        1          3          3          4          36         180       40.7

（注）１　件数建てであり、概数である。

　　　２　「開廷時間に占める証人尋問時間の割合」は、開廷時間の各区分における終局件数の証人尋問時間

　　　　の合計を、同件数の開廷時間の合計で除す方法により算出した。

　　　３　証人尋問を実施していないものを除く。

証 人 尋 問 時 間 開廷時間に

占める証人
尋問時間の
割合（％）

総数

開

廷

時

間

終局
件数

60分

以内

90分

以内

120分

以内

150分

以内

180分

以内

240分

以内

240分

を超える

696        30        42        102      139      93        145      145      27.2

5時間以内 88         11        20        34        19        4         -         -         38.4

6時間以内 54         3         9         16        21        4         1         -         34.1

7時間以内 63         -         5         18        19        14        7         -         35.3

8時間以内 50         3         5         8         14        10        9         1         32.4

9時間以内 61         -         1         9         21        13        14        3         31.4

10時間以内 55         1         -         5         12        14        18        5         30.7

11時間以内 52         -         -         5         7         12        22        6         29.7

12時間以内 39         1         -         1         5         6         14        12        32.0

12時間を超える 234        11        2         6         21        16        60        118      23.2

（注）１　件数建てであり、概数である。

　　　２　「開廷時間に占める被告人質問時間の割合」は、開廷時間の各区分における終局件数の被告人質問時間の

　　　　合計を、同件数の開廷時間の合計で除す方法により算出した。

開廷時間に

占める被告

人質問時間

の割合（％）

総数

開

廷

時

間

被 告 人 質 問 時 間
終局

件数
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平均証人尋問時間及び平均被告人質問時間について、検察官、弁護人及び裁判体の各

尋問（質問）時間の平均を自白・否認別にみると、図表５５のとおりであり、下の円グ

ラフは、開廷時間に占めるそれぞれの時間の割合をグラフ化したものである。また、開

廷回数の分布別に取調べ証人数の分布状況をみると、図表５６のとおりである。 

 

図表５５ 平均証人尋問時間及び平均被告人質問時間の内訳（自白否認別） 

 

うち
検察官

うち
弁護人

うち
裁判体

うち
検察官

うち
弁護人

うち
裁判体

総数 708.2 254.5 118.7 91.5 44.4 192.8 71.7 88.1 32.9

自白 486.9 112.6 45.8 43.4 23.4 173.1 63.4 78.1 31.6

否認 902.2 358.4 172.0 126.7 59.7 210.0 79.0 96.9 34.2

（注）１　概数である。

　　　２　「平均証人尋問時間」には、証人尋問を実施していないものを含まない。

　　　３　「裁判体」とは、裁判官及び裁判員をいう。

（注）  証人尋問を実施した終局件数と終局総件数が異なるため、本グラフの平均開廷時間に占める

　　　平均証人尋問時間の割合は、図表５３と一致しない。

平均被告
人質問時
間（分）

平均
開廷時間

（分）

平均証人
尋問時間

（分）

証人尋問

35.9%

被告人質問

27.2%

その他

36.9%

〔開廷時間（総数）〕

検察官

46.6%弁護人

35.9%

裁判体

17.4%

〔証人尋問時間（総数）〕

検察官

37.2%
弁護人

45.7%

裁判体

17.1%

〔被告人質問時間（総数）〕
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図表５６ 取調べ証人数別の終局件数の分布（開廷回数別） 

 

 

 

法定合議事件全体と裁判員裁判対象事件における自白・否認別の平均開廷時間と平均

取調べ証人数を比較したものが、図表５７である。 

 

図表５７ 自白否認別の平均開廷時間及び平均取調べ証人数 

 

 

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

696        67         173        166        89         62         139        

２回以内 4           -           2           2           -           -           -           

３回 104        29         49         21         3           2           -           

４回 242        28         84         87         32         5           6           

５回 161        6           28         44         29         26         28         

６回以上 185        4           10         12         25         29         105        

（注）１　件数建てであり、概数である。

　　　２　開廷回数には、裁判員裁判対象事件が併合される前の、裁判官のみで行われたもの

　　　　を含まない。

開

廷

回

数

終局
件数

取 調 べ 証 人 数

総数

総数 自白 否認 総数 自白 否認

434.0     226.6     831.0     2.0        0.9        4.2        

うち裁判員裁判対象事件 747.3     508.9     956.7     3.2        1.5        4.6        

（注）１　開廷時間には公判準備に要した時間は含まない。

　　　２　終局時の罪名が裁判所法２６条２項２号に該当する事件のうち、有罪人員（一部

　　　　無罪を含む。）及び無罪人員を掲げた。

　　　３　図表５５は概数であり、本表と開廷時間が異なる場合がある。

　　　４　取調べ証人数は延べ人員で計上する場合があるため図表４７とは異なる。

平均開廷時間（分） 平均取調べ証人数（人）

法定合議事件総数
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(5) 客観的併合 

公訴事実の数ごとにみた証拠調べの状況や、開廷回数、開廷時間の状況（自白・否認

別）は、図表５８ないし図表６１のとおりである。 

 

図表５８－１ 公訴事実の数別・取調べ証拠数別の終局件数の分布及び平均取調べ 

証拠数（自白事件） 

 

 

図表５８－２ 公訴事実の数別・取調べ証拠数別の終局件数の分布及び平均取調べ 

証拠数（否認事件） 

 

10個以内 11～20個 21～30個 31～40個 41～50個 51個以上

325        55       176     60       16       5        13       20.0

１個 176        45       100     24       3        2        2        15.3

２個 75         9        48       10       5        1        2        20.3

３個 32         1        15       9        4        -        3        25.6

４個 14         -        7        5        1        1        -        22.6

５個以上 28         -        6        12       3        1        6        41.0

（注）１　終局件数は、件数建てであり、概数である。

　　　２　取調べ証拠数には証人を含み、延べ数である。

公

訴

事

実

の

数

終局

件数

取 調 べ 証 拠 数
平均取調べ

証拠数（個）

総数

10個以内 11～20個 21～30個 31～40個 41～50個 51個以上

371        16       174     101     34       18       28       26.4

１個 205        12       119     56       8        3        7        21.3

２個 78         3        34       20       10       4        7        27.1

３個 30         -        13       7        4        2        4        31.3

４個 22         1        6        7        5        1        2        36.0

５個以上 36         -        2        11       7        8        8        44.4

（注）１　終局件数は、件数建てであり、概数である。

　　　２　取調べ証拠数には証人を含み、延べ数である。

総数

公

訴

事

実

の

数

終局

件数

取 調 べ 証 拠 数
平均取調べ

証拠数（個）
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図表５９－１ 公訴事実の数別・証人尋問時間及び被告人質問時間の合計別の終局 

件数の分布並びに平均時間（自白事件） 

 

 

 

図表５９－２ 公訴事実の数別・証人尋問時間及び被告人質問時間の合計別の終局 

件数の分布並びに平均時間（否認事件） 

 
 

  

60分

以内

90分

以内

120分

以内

180分

以内

240分

以内

300分

以内

301分

以上

325        3        8        21       93       59       44       97       265.2

１個 176        1        6        11       55       33       33       37       233.7

２個 75         -        1        5        18       16       8        27       288.6

３個 32         2        1        1        11       2        2        13       319.6

４個 14         -        -        1        2        3        1        7        304.9

５個以上 28         -        -        3        7        5        -        13       318.7

（注）終局件数は、件数建てであり、概数である。

終局
件数

証 人 尋 問 時 間 及 び 被 告 人 質 問 時 間 の 合 計
平均時間

（分）

総数

公

訴

事

実

の

数

60分

以内

90分

以内

120分

以内

180分

以内

240分

以内

300分

以内

301分

以上

371        1        2        3        18       26       36       285     560.7

１個 205        1        2        1        9        14       23       155     502.7

２個 78         -        -        -        6        7        6        59       567.1

３個 30         -        -        1        2        2        2        23       706.0

４個 22         -        -        1        -        3        2        16       546.6

５個以上 36         -        -        -        1        -        3        32       764.8

（注）終局件数は、件数建てであり、概数である。

終局
件数

証 人 尋 問 時 間 及 び 被 告 人 質 問 時 間 の 合 計
平均時間

（分）

総数

公

訴

事

実

の

数
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図表６０－１ 公訴事実の数別・開廷回数別の終局件数の分布及び平均開廷回数 

（自白事件） 

 

 

 

図表６０－２ 公訴事実の数別・開廷回数別の終局件数の分布及び平均開廷回数 

（否認事件） 

 

 
  

２回以下 ３回 ４回 ５回 ６回以上

325        4        93       152     49       27       4.1

１個 176        4        59       84       22       7        3.8

２個 75         -        24       28       13       10       4.1

３個 32         -        6        20       3        3        4.3

４個 14         -        2        8        3        1        4.2

５個以上 28         -        2        12       8        6        4.9

（注）１　終局件数は、件数建てであり、概数である。

　　　２　開廷回数には、裁判員裁判対象事件が併合される前の、裁判官のみで行われた

　　　　ものを含まない。

終局

件数

開 廷 回 数
平均開廷

回数（回）

総数

公

訴

事

実

の

数

２回以下 ３回 ４回 ５回 ６回以上

371        -        11       90       112     158     6.1

１個 205        -        6        59       70       70       5.6

２個 78         -        2        18       25       33       6.2

３個 30         -        1        6        5        18       7.6

４個 22         -        1        2        8        11       6.1

５個以上 36         -        1        5        4        26       7.7

（注）１　終局件数は、件数建てであり、概数である。

　　　２　開廷回数には、裁判員裁判対象事件が併合される前の、裁判官のみで行われた

　　　　ものを含まない。

終局

件数

開 廷 回 数
平均開廷

回数（回）

総数

公

訴

事

実

の

数
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図表６１－１ 公訴事実の数別・開廷時間別の終局件数の分布及び平均開廷時間 

（自白事件） 

 

 

 

 

図表６１－２ 公訴事実の数別・開廷時間別の終局件数の分布及び平均開廷時間 

（否認事件） 

 

 

360分

以内

420分

以内

480分

以内

540分

以内

600分

以内

601分

以上

325        122     46       29       26       20       82       486.9

１個 176        80       28       14       15       12       27       416.0

２個 75         25       8        9        7        2        24       516.8

３個 32         9        6        3        2        1        11       574.4

４個 14         4        1        1        -        2        6        606.4

５個以上 28         4        3        2        2        3        14       692.4

（注）　終局件数は、件数建てであり、概数である。

終局
件数

開 廷 時 間
平均開廷
時間（分）

総数

公

訴

事

実

の

数

360分

以内

420分

以内

480分

以内

540分

以内

600分

以内

601分

以上

371        20       17       21       35       35       243     902.2

１個 205        12       13       16       21       21       122     789.2

２個 78         6        1        4        11       9        47       912.5

３個 30         1        3        -        1        2        23       1118.1

４個 22         1        -        -        -        1        20       1028.3

５個以上 36         -        -        1        2        2        31       1266.2

（注）　終局件数は、件数建てであり、概数である。

終局
件数

開 廷 時 間
平均開廷
時間（分）

総数

公

訴

事

実

の

数
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(6) 区分審理 

裁判員法７１条の区分審理による審理がされた事件の審判の数ごとの内訳は図表６２

のとおりであり、区分審理決定の有無別にみた開廷回数及び開廷時間の平均や分布の状

況は、図表６３及び図表６４のとおりである。 

区分審理決定のあった判決人員９人について、区分事件審判の実施状況をみると、裁

判官のみで構成する合議体により審理及び裁判がされたものは９個（うち自白２個、否

認７個）、裁判官３人と裁判員６人で構成する合議体により審理及び裁判がされたもの

は０個であった*1。また、区分事件審判による部分判決の結果は、有罪が９個であった。 

 

図表６２ 区分審理決定のあった判決人員及び審判の数ごとの内訳 

 

 

 

図表６３ 開廷回数別の判決人員の分布及び平均開廷回数（区分審理決定の有無別） 

 

                                                                                          
*1 区分事件審判における公判の平均開廷回数は、自白が 6.0 回、否認が 13.1 回であり、平均開廷時間は、

自白が 421.0 分、否認が 1769.9 分であった。  

２個 ３個 ４個 ５個 ６個以上

9           9          -          -          -          -          

（注）１　実人員である。

　　　２　審判の数は、区分事件審判の数と併合事件審判の数の合計である。

判決人員

審 判 の 数

２回以下 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回以上

総数 738       4         97       243     164     87       50       93       5.4

区分審理決定あり 9          -         -        -        -        2        -        7         11.6

区分審理決定なし 729       4         97       243     164     85       50       86       5.4

（注）１　実人員である。

　　　２　「区分審理決定あり」の開廷回数は、裁判員裁判対象事件が併合される前の、裁判官のみで

　　　　行われたもの並びに区分事件審判及び併合事件審判の各開廷回数を合算したものである。　　　　

判決
人員

平均開廷
回数（回）

開 廷 回 数
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図表６４ 開廷時間別の判決人員の分布及び平均開廷時間（区分審理決定の有無別） 

 

 

 

360分

以内

480分

以内

600分

以内

720分

以内

840分

以内

960分

以内

960分

を超える

総数 738         139       115       119       94        72        47        152       752.1

区分審理決定あり 9            -          2          -          -          -          -          7          1470.1

区分審理決定なし 729         139       113       119       94        72        47        145       743.2

（注）１　実人員である。

　　　２　開廷時間には公判準備に要した時間は含まない。

　　　３　「区分審理決定あり」の開廷時間は、区分事件審判及び併合事件審判の各開廷時間を合算したものである。

　　　４　図表５５は概数であり、本表と開廷時間が異なる場合がある。

判決
人員

平均開廷
時間（分）

開 廷 時 間
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(7) 被害者参加・刑事損害賠償命令 

裁判員裁判対象事件における罪名別の参加申出をした被害者等の数及び被害者等の参

加の態様等は、図表６５のとおりである。 

なお、刑事損害賠償命令申立てがあった判決人員は、70 人である。 

 

図表６５ 裁判員裁判における被害者参加の状況（罪名別） 

 

うち証人尋
問をした被
害者等

うち被告人
質問をした
被害者等

うち刑訴法
３１６条の３８
の意見陳述
をした被害
者等

うち刑訴法
２９２条の２の
意見陳述を
した被害者
等

総数 214          326          324          64           124          183          251          

殺人 64           114          112          17           35           57           77           

傷害致死 40           56           56           2             22           37           46           

（準）強制性交等致死傷 26           29           29           7             15           19           25           

（準）強制わいせつ致死傷 20           24           24           4             12           16           22           

強盗致死（強盗殺人） 16           25           25           5             7             15           22           

強盗致傷 15           18           18           4             4             6             12           

危険運転致死 13           29           29           13           18           15           26           

強盗・強制性交等 9             13           13           5             3             7             7             

現住建造物等放火 2             3             3             -             1             1             2             

（準）強制性交等 2             8             8             5             5             6             6             

保護責任者遺棄致死 2             2             2             1             -             1             1             

偽造有印私文書行使 1             1             1             -             1             1             1             

（準）強姦致死傷 1             1             1             -             -             -             1             

死体損壊等 1             1             1             -             -             1             1             

強盗強姦 1             1             1             -             1             1             1             

恐喝 1             1             1             1             -             -             1             

（注）１　本表における判決人員は、被害者参加申出のあった事件の被告人の人員数であり、実人員である。

　　　２　被害者等の数は、延べ人員である。

うち参加を
許可された
被害者等

参加を申し
出た被害者
等

判決
人員
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４ 評議 

評議時間の平均及び分布状況（自白・否認別、罪名別及び開廷回数別）は、図表６６な

いし図表６８のとおりである。なお、評議時間は、最終評議のみの時間であり、中間評議

の時間を含まない。 

 

 

図表６６ 評議時間別の判決人員の分布及び平均評議時間（自白否認別） 

 
 

 

240分

以内

360分

以内

480分

以内

600分

以内

720分

以内

840分

以内

840分

を超える

総数 738        8         43        89        110      95        82        311      894.2       

自白 340        6         36        76        66        49        35        72        644.9       

否認 398        2         7         13        44        46        47        239      1,107.1    

（注）実人員である。

判決
人員

平均評議
時間（分）

評 議 時 間
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図表６７ 評議時間別の判決人員の分布及び平均評議時間（罪名別） 

    

240分

以内

360分

以内

480分

以内

600分

以内

720分

以内

840分

以内

840分を

超える

総数 738     8        43      89      110     95      82      311     894.2  

殺人 184     2        7        18      25      25      19      88      943.8

強盗致傷 121     3        9        13      25      13      15      43      813.9

傷害致死 83      -        2        9        12      13      8        39      1040.0

現住建造物等放火 69      -        6        11      13      11      8        20      758.4

（準）強制わいせつ致死傷 65      -        6        11      9        9        11      19      708.9

（準）強制性交等致死傷 45      -        2        9        6        8        6        14      756.1

麻薬特例法違反 31      -        6        5        4        6        3        7        665.1

覚醒剤取締法違反 30      -        -        4        8        3        1        14      919.3

強盗致死（強盗殺人） 21      -        1        1        1        3        3        12      1139.9

危険運転致死 17      -        -        4        1        1        -        11      1173.1

強盗・強制性交等 15      -        2        2        3        -        1        7        746.2

保護責任者遺棄致死 12      -        -        1        1        1        2        7        1214.1

銃刀法違反 11      -        -        1        -        -        -        10      1654.5

拐取者身の代金取得等 8        -        -        -        -        -        2        6        1125.0

偽造通貨行使 6        2        1        -        1        -        1        1        539.3

傷害 4        -        -        -        -        1        -        3        973.8

（準）強制性交等 2        -        -        -        -        -        -        2        1040.5

逮捕監禁致死傷 2        -        -        -        1        -        -        1        695.0

強盗強姦 2        -        -        -        -        1        -        1        840.0

公務執行妨害 1        -        -        -        -        -        -        1        

通貨偽造 1        1        -        -        -        -        -        -        

偽造有印私文書行使 1        -        -        -        -        -        -        1        

（準）強姦致死傷 1        -        -        -        -        -        1        -        

死体損壊等 1        -        -        -        -        -        -        1        

自殺関与及び同意殺人 1        -        -        -        -        -        1        -        

常習累犯窃盗 1        -        -        -        -        -        -        1        

恐喝 1        -        -        -        -        -        -        1        

大麻取締法違反 1        -        -        -        -        -        -        1        

麻薬取締法違反 1        -        1        -        -        -        -        -        

（注）　実人員である。

判決

人員

平均
評議

時間
（分）

評 議 時 間
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図表６８ 評議時間別の判決人員の分布及び平均評議時間（開廷回数別） 

 
 

 

 

 

 

240分

以内

360分

以内

480分

以内

600分

以内

720分

以内

840分

以内

840分

を超える

738        8           43         89         110        95         82         311        894.2

２回以下 4           1           2           1           -           -           -           -           296.3

３回 97         4           11         34         20         13         9           6           525.6

４回 243        3           19         39         54         39         26         63         689.2

５回 164        -           5           10         23         29         29         68         861.8

６回以上 230        -           6           5           13         14         18         174        1299.7

（注）１　実人員である。

      ２　開廷回数には、裁判員裁判対象事件が併合される前の、裁判官のみで行われたものを含む。

平均
評議

時間
（分）

総数

開

廷

回

数

判決

人員

評 議 時 間
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５ 裁判の結果 

罪名別、自白・否認別に控訴人員をみると、図表６９のとおりであり、庁別・罪名別の

終局区分及び罪名別の量刑分布状況は、図表７０及び図表７１のとおりである。 

 

図表６９ 罪名別・自白否認別の判決人員及び控訴人員 

 

うち控訴 うち控訴

総数 738        340        70         398        219        

殺人 184        77         13         107        54         

強盗致傷 121        64         14         57         30         

傷害致死 83         30         10         53         33         

現住建造物等放火 69         34         2           35         10         

（準）強制わいせつ致死傷 65         41         2           24         9           

（準）強制性交等致死傷 45         17         4           28         17         

麻薬特例法違反 31         25         7           6           3           

覚醒剤取締法違反 30         4           1           26         23         

強盗致死（強盗殺人） 21         12         8           9           9           

危険運転致死 17         9           2           8           5           

強盗・強制性交等 15         5           1           10         7           

保護責任者遺棄致死 12         6           3           6           3           

銃刀法違反 11         1           -           10         9           

拐取者身の代金取得等 8           4           -           4           -           

偽造通貨行使 6           5           -           1           -           

傷害 4           -           -           4           2           

（準）強制性交等 2           -           -           2           -           

逮捕監禁致死傷 2           2           1           -           -           

強盗強姦 2           2           1           -           -           

公務執行妨害 1           -           -           1           1           

通貨偽造 1           1           -           -           -           

偽造有印私文書行使 1           -           -           1           -           

（準）強姦致死傷 1           1           1           -           -           

死体損壊等 1           -           -           1           1           

自殺関与及び同意殺人 1           -           -           1           -           

常習累犯窃盗 1           -           -           1           1           

恐喝 1           -           -           1           -           

大麻取締法違反 1           -           -           1           1           

麻薬取締法違反 1           -           -           1           1           

（注）　実人員である。

う ち 自 白 う ち 否 認判決
人員
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図表７０－１ 庁別・終局区分別の終局人員 

 

庁名

終

局

人

員

有

罪

有

罪

・

一

部

無

罪

無

罪

免

訴

家

裁

へ

移

送

そ

の

他

庁名

終

局

人

員

有

罪

有

罪

・

一

部

無

罪

無

罪

免

訴

家

裁

へ

移

送

そ

の

他

総数 753      714    10   12   -     2     15   広島地裁本庁 14       13      1     -     -     -     -     

東京地裁本庁 92       80      5     5     -     -     2     山口地裁本庁 9         9       -     -     -     -     -     

東京地裁立川支部 16       16      -     -     -     -     -     岡山地裁本庁 20       20      -     -     -     -     -     

横浜地裁本庁 51       46      -     1     -     2     2     鳥取地裁本庁 3         3       -     -     -     -     -     

横浜地裁小田原支部 3         3       -     -     -     -     -     松江地裁本庁 4         4       -     -     -     -     -     

さいたま地裁本庁 41       40      -     -     -     -     1     福岡地裁本庁 29       29      -     -     -     -     -     

千葉地裁本庁 58       51      3     -     -     -     4     福岡地裁小倉支部 8         8       -     -     -     -     -     

水戸地裁本庁 21       20      -     1     -     -     -     佐賀地裁本庁 1         1       -     -     -     -     -     

宇都宮地裁本庁 9         9       -     -     -     -     -     長崎地裁本庁 8         8       -     -     -     -     -     

前橋地裁本庁 8         8       -     -     -     -     -     大分地裁本庁 3         3       -     -     -     -     -     

静岡地裁本庁 7         6       -     -     -     -     1     熊本地裁本庁 5         5       -     -     -     -     -     

静岡地裁沼津支部 11       11      -     -     -     -     -     鹿児島地裁本庁 8         7       -     1     -     -     -     

静岡地裁浜松支部 2         2       -     -     -     -     -     宮崎地裁本庁 5         5       -     -     -     -     -     

甲府地裁本庁 6         6       -     -     -     -     -     那覇地裁本庁 8         7       -     1     -     -     -     

長野地裁本庁 9         9       -     -     -     -     -     仙台地裁本庁 16       15      -     -     -     -     1     

長野地裁松本支部 3         3       -     -     -     -     -     福島地裁本庁 2         2       -     -     -     -     -     

新潟地裁本庁 6         6       -     -     -     -     -     福島地裁郡山支部 5         5       -     -     -     -     -     

大阪地裁本庁 63       61      -     2     -     -     -     山形地裁本庁 2         2       -     -     -     -     -     

大阪地裁堺支部 12       12      -     -     -     -     -     盛岡地裁本庁 5         5       -     -     -     -     -     

京都地裁本庁 17       17      -     -     -     -     -     秋田地裁本庁 6         6       -     -     -     -     -     

神戸地裁本庁 20       20      -     -     -     -     -     青森地裁本庁 2         2       -     -     -     -     -     

神戸地裁姫路支部 6         5       1     -     -     -     -     札幌地裁本庁 18       18      -     -     -     -     -     

奈良地裁本庁 2         2       -     -     -     -     -     函館地裁本庁 2         2       -     -     -     -     -     

大津地裁本庁 7         7       -     -     -     -     -     旭川地裁本庁 2         2       -     -     -     -     -     

和歌山地裁本庁 4         4       -     -     -     -     -     釧路地裁本庁 2         2       -     -     -     -     -     

名古屋地裁本庁 29       28      -     -     -     -     1     高松地裁本庁 9         9       -     -     -     -     -     

名古屋地裁岡崎支部 5         5       -     -     -     -     -     徳島地裁本庁 4         4       -     -     -     -     -     

津地裁本庁 9         8       -     -     -     -     1     高知地裁本庁 2         2       -     -     -     -     -     

岐阜地裁本庁 12       11      -     -     -     -     1     松山地裁本庁 6         5       -     -     -     -     1     

福井地裁本庁 5         5       -     -     -     -     -     

金沢地裁本庁 3         3       -     -     -     -     -     

富山地裁本庁 8         7       -     1     -     -     -     

（注）１　実人員である。

　　　２　終局区分の「その他」は、公訴棄却、移送等である。

　　　３　裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴され、当該支部の管轄区域を取扱

　　　　区域とする本庁又は支部に回付された人員を除く。

　　　４　裁判員法３条１項の除外決定があった人員を除く。
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図表７０－２ 罪名別・終局区分別の終局人員 

 

罪名
終局

人員
有罪

有罪・

一部無罪
無罪

家裁へ

移送
その他

総数 753        714        10         12         2           15         

殺人 189        182        -           2           -           5           

強盗致傷 122        120        -           1           -           1           

傷害致死 86         78         -           3           2           3           

現住建造物等放火 70         69         -           -           -           1           

（準）強制わいせつ致死傷 66         65         -           -           -           1           

（準）強制性交等致死傷 45         44         -           1           -           -           

覚醒剤取締法違反 31         29         1           -           -           1           

麻薬特例法違反 31         30         1           -           -           -           

強盗致死（強盗殺人） 21         21         -           -           -           -           

危険運転致死 17         17         -           -           -           -           

強盗・強制性交等 15         15         -           -           -           -           

保護責任者遺棄致死 12         12         -           -           -           -           

銃刀法違反 11         2           4           5           -           -           

拐取者身の代金取得等 8           8           -           -           -           -           

偽造通貨行使 6           6           -           -           -           -           

傷害 4           4           -           -           -           -           

身の代金拐取 3           -           -           -           -           3           

（準）強制性交等 2           2           -           -           -           -           

逮捕監禁致死傷 2           2           -           -           -           -           

強盗強姦 2           2           -           -           -           -           

公務執行妨害 1           -           1           -           -           -           

通貨偽造 1           1           -           -           -           -           

偽造有印私文書行使 1           -           1           -           -           -           

（準）強姦致死傷 1           1           -           -           -           -           

死体損壊等 1           -           1           -           -           -           

自殺関与及び同意殺人 1           1           -           -           -           -           

常習累犯窃盗 1           1           -           -           -           -           

恐喝 1           1           -           -           -           -           

大麻取締法違反 1           -           1           -           -           -           

麻薬取締法違反 1           1           -           -           -           -           

（注）１　実人員である。

　　　２　「その他」は、公訴棄却、移送等である。

　　　３　裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴され、当該支部の管轄区域を取

　　　　扱区域とする本庁又は支部に回付された人員を除く。

　　　４　裁判員法３条１項の除外決定があった人員を除く。
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図表７１ 罪名別・量刑分布別（終局区分別を含む）の終局人員 

 

　

う

ち

　

保

護

観

察

　

う

ち

　

保

護

観

察

総数 753    724    -    18  11  5    36  96  139 140 108 33  -    -    138 79  12  2    15  289 39.3

殺人 189    182    -    8    4    3    23  34  31  20  21  3    -    -    35  19  2    -    5    67  36.4

強盗致傷 122    120    -    -    -    -    -    13  23  42  23  4    -    -    15  10  1    -    1    44  36.4

傷害致死 86     78     -    -    -    -    -    10  16  27  17  3    -    -    5    1    3    2    3    43  53.1

現住建造物等放火 70     69     -    -    -    -    -    5    4    8    16  6    -    -    30  22  -    -    1    12  17.4

（準）強制わいせつ致死傷 66     65     -    -    -    -    -    -    2    6    18  10  -    -    29  22  -    -    1    11  16.9

（準）強制性交等致死傷 45     44     -    -    -    -    3    7    21  12  1    -    -    -    -    -    1    -    -    21  46.7

覚醒剤取締法違反 31     30     -    -    1    -    7    10  9    1    -    1    -    -    1    -    -    -    1    24  80.0

麻薬特例法違反 31     31     -    -    -    -    -    2    9    11  8    1    -    -    -    -    -    -    -    10  32.3

強盗致死（強盗殺人） 21     21     -    10  5    2    2    2    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    17  81.0

危険運転致死 17     17     -    -    -    -    1    2    10  4    -    -    -    -    -    -    -    -    -    7    41.2

強盗・強制性交等 15     15     -    -    1    -    -    6    7    -    1    -    -    -    -    -    -    -    -    8    53.3

保護責任者遺棄致死 12     12     -    -    -    -    -    1    3    2    1    1    -    -    4    2    -    -    -    6    50.0

銃刀法違反 11     6       -    -    -    -    -    -    1    5    -    -    -    -    -    -    5    -    -    9    81.8

拐取者身の代金取得等 8       8       -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    8    -    -    -    -    -    - 

偽造通貨行使 6       6       -    -    -    -    -    -    -    -    1    -    -    -    5    1    -    -    -    -    - 

傷害 4       4       -    -    -    -    -    -    1    -    1    1    -    -    1    1    -    -    -    2    50.0

身の代金拐取 3       -       -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    3    -    - 

（準）強制性交等 2       2       -    -    -    -    -    -    1    1    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - 

逮捕監禁致死傷 2       2       -    -    -    -    -    -    1    1    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1    50.0

強盗強姦 2       2       -    -    -    -    -    2    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1    50.0

公務執行妨害 1       1       -    -    -    -    -    -    -    -    -    1    -    -    -    -    -    -    -    1    100.0

通貨偽造 1       1       -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1    -    -    -    -    -    - 

偽造有印私文書行使 1       1       -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1    -    -    -    -    -    - 

（準）強姦致死傷 1       1       -    -    -    -    -    1    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1    100.0

死体損壊等 1       1       -    -    -    -    -    -    -    -    -    1    -    -    -    -    -    -    -    1    100.0

自殺関与及び同意殺人 1       1       -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1    -    -    -    -    -    - 

常習累犯窃盗 1       1       -    -    -    -    -    -    -    -    -    1    -    -    -    -    -    -    -    1    100.0

恐喝 1       1       -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1    -    -    -    -    -    - 

大麻取締法違反 1       1       -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1    1    -    -    -    1    100.0

麻薬取締法違反 1       1       -    -    -    -    -    1    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1    100.0

（注）１　実人員である。

　　　２　「その他」は、公訴棄却、移送等である。

　　　３　禁錮刑及び罰金刑が言い渡された人員はない。

　　　４　裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴され、当該支部の管轄区域を取扱区域とする本庁

　　　　又は支部に回付された人員を除く。

　　　５　裁判員法３条１項の除外決定があった人員を除く。
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６ 控訴 

裁判員裁判による判決に対し、控訴を申し立てた人員につき、第一審の結果ごとの控訴

理由及び控訴審結果の分布状況をみると、図表７２及び図表７３のとおりであり、終局人

員に占める破棄人員の割合及び破棄理由別人員の分布状況をみると、図表７４のとおりで

ある（ただし、いずれも控訴審終局時を基準としている。）。 

また、平成２０年及び平成２１年の裁判員裁判対象罪名の事件と平成２５年から令和４

年までの裁判員裁判対象事件における第一審受理から控訴審終局までの審理期間のデータ

を参考添付した。 

 

図表７２ 第一審結果別の控訴理由の分布（控訴審終局分） 
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その他 -       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      15      

（注）１　実人員である。

　　　２　控訴理由が複数ある場合には、各欄に重複して計上した。

　　　３　控訴の申立てが被告人側、検察官双方からされた場合には、各欄の「控訴審終局人員」に重複して

　　　　計上した。

　　　４　控訴理由の「その他」は、刑の廃止・変更、大赦等である。

　　　５　控訴趣意書提出前取下げ等の理由で判明しなかった場合は掲げていない。ただし、控訴審終局人員

　　　　総数には計上した。
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図表７３ 第一審結果別の控訴審結果の分布 
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図表７４ 終局人員に占める破棄人員の割合及び破棄理由別人員の分布 
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（注）１　実人員である。

　　　２　破棄理由が複数の項目に該当する場合は、それぞれに計上した。

　　　　　よって、破棄理由欄の合計と破棄人員は一致しない場合がある。
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（参考）控訴審における終局人員の審級別平均審理期間の推移  

 

 

（注）１　控訴審における終局人員のうち、処断罪名などが現住建造物等放火、通貨偽造、偽造通貨行使、（準）強

　　　　制わいせつ致死傷、（準）強制性交等致死傷（（準）強姦致死傷）、集団（準）強姦致死傷、殺人、傷害致

　　　　死、危険運転致死、身の代金拐取、拐取者身の代金取得等、強盗致傷、強盗致死（強盗殺人）、強盗・強制

　　　　性交等及び強盗・強制性交等致死（強盗強姦及び強盗強姦致死）の１５罪名（未遂処罰規定のある罪名につ

　　　　いては、未遂のものを含む。）のものに限る。

　　　　　なお、上記「危険運転致死」は、平成２７年以降においては平成25年法律86号による改正前の刑法208条の

　　　　2及び自動車運転死傷処罰法に規定する罪である。

　　　２　終局人員は、平成２５年（３６７人）、平成２６年（３５６人）、平成２７年（３５３人）、平成２８年
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　　　　により審理及び裁判がされた人員、平成２０年（７０２人）及び平成２１年（６１８人）は第一審において

　　　　裁判官のみの合議体により審理及び裁判がされた人員である。
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７ 上告 

第一審が裁判員裁判の控訴審判決に対する上告審の終局人員につき、控訴審の結果ごと

の上告理由及び上告審結果の分布状況は、図表７５及び図表７６のとおりである。 

また、平成２０年及び平成２１年の裁判員裁判対象罪名の事件と平成２５年から令和４

年までの裁判員裁判対象事件における第一審受理から上告審終局までの審理期間のデータ

を参考添付した。 

図表７５ 控訴審結果別の上告理由の分布（上告審終局分） 
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158  57  47  73  61  122  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  1  1  -  -  
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-     -    -    -    -    -     -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

（注）１　実人員である。

　　　２　上告理由が複数ある場合には、各欄にそれぞれ重複して計上した。

　　　３　上告理由の「その他」は、刑の廃止・変更、大赦等である。

　　　４　上告趣意書提出前取下げ等の理由で判明しなかった場合は掲げていない。ただし、上告審

　　　　終局人員総数には計上した。

公訴棄却

上

告

審

終

局

人

員

総

数

破棄差戻し・移送

控訴棄却

３年以下

死刑

無期

２５年以下

総数

破

棄

自

判

有

期

懲

役

無罪

５年以下

７年以下

１０年以下

検察官側被告人側

２０年以下

１５年以下

控訴審の結果

双方

３０年以下
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図表７６ 控訴審結果別の上告審結果の分布 

 
 
  

判決 決定
差戻し
・移送

自判

158       -          140       1          -          -          17         

151       -          134       1          -          -          16         

-          -          -          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          -          -          

1          -          -          -          -          -          1          

2          -          2          -          -          -          -          

3          -          3          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          -          -          

うち
一部執行猶予

-          -          -          -          -          -          -          

うち
全部執行猶予

-          -          -          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          -          -          

1          -          1          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          -          -          

（注）　実人員である。

公訴棄却

上
告
審
終
局
人
員

破棄差戻し・移送

控訴棄却

３年以下

死刑

無期

総数

控訴審の結果

破
棄
自
判

有
期
懲
役

１５年以下

１０年以下

無罪

５年以下

７年以下

破棄上告棄却

公訴棄却 取下げ

２０年以下

３０年以下

２５年以下
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（参考） 上告審における終局人員の審級別平均審理期間の推移 

 

（注）１　上告審における終局人員のうち、処断罪名などが現住建造物等放火、通貨偽造、偽造通貨行使、(準) 

　　　　強制わいせつ致死傷、（準）強制性交等致死傷（（準）強姦致死傷）、集団（準）強姦致死傷、殺人、

　　　　傷害致死、危険運転致死、身の代金拐取、拐取者身の代金取得等、強盗致傷、強盗致死（強盗殺人）、

　　　　強盗・強制性交等及び強盗・強制性交等致死（強盗強姦及び強盗強姦致死）の１５罪名（未遂処罰規定

　　　　のある罪名については、未遂のものを含む。）のものに限る。

　        なお、上記「危険運転致死」は、平成２７年以降においては平成25年法律86号による改正前の刑法208

        条の2及び自動車運転死傷処罰法に規定する罪である。

　　　２　終局人員は、平成２５年（１６１人）、平成２６年（１７０人）、平成２７年（１３３人）、平成２８

　　　　年（１３８人）、平成２９年（１２５人）、平成３０年（１３１人）、令和元年（１３０人）、令和２年

　　　　（１１３人）、令和３年（１１２人）及び令和４年（１１９人）は第一審において裁判員の参加する合議

　　　　体により審理及び裁判がされた人員、平成２０年（２５９人）及び平成２１年（２７７人）は第一審にお

        いて裁判官のみの合議体により審理及び裁判がされた人員である。
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第４ その他 

本項では、第２「裁判員等の選任に関する実施状況について」及び第３「裁判員の参加

する公判手続の実施状況について」のいずれにも関係し、又はいずれにも該当しない統計

数値を示すこととした。 

具体的には、1)弁護人の状況、2)外国人事件の状況、3)手話通訳人等の状況、4)裁判員

法違反事件の処理状況を示した。 
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弁護人の選任状況を罪名別にみると、図表７７のとおりである。 

 

図表７７ 弁護人の私選国選別の判決人員（罪名別） 

 

判決人員

総数 738             150         (20.3) 626         (84.8)

殺人 184             20           (10.9) 171         (92.9)

強盗致傷 121             10           (8.3) 113         (93.4)

傷害致死 83              25           (30.1) 64           (77.1)

現住建造物等放火 69              5            (7.2) 65           (94.2)

（準）強制わいせつ致死傷 65              18           (27.7) 53           (81.5)

（準）強制性交等致死傷 45              9            (20.0) 37           (82.2)

麻薬特例法違反 31              16           (51.6) 19           (61.3)

覚醒剤取締法違反 30              13           (43.3) 23           (76.7)

強盗致死（強盗殺人） 21              5            (23.8) 18           (85.7)

危険運転致死 17              6            (35.3) 12           (70.6)

強盗・強制性交等 15              3            (20.0) 13           (86.7)

保護責任者遺棄致死 12              3            (25.0) 9            (75.0)

銃刀法違反 11              9            (81.8) 2            (18.2)

拐取者身の代金取得等 8                -            8            (100.0)

偽造通貨行使 6                3            (50.0) 3            (50.0)

傷害 4                -            4            (100.0)

（準）強制性交等 2                -            2            (100.0)

逮捕監禁致死傷 2                -            2            (100.0)

強盗強姦 2                -            2            (100.0)

公務執行妨害 1                -            1            (100.0)

通貨偽造 1                -            1            (100.0)

偽造有印私文書行使 1                -            1            (100.0)

（準）強姦致死傷 1                -            1            (100.0)

死体損壊等 1                1            (100.0) -            

自殺関与及び同意殺人 1                1            (100.0) 1            (100.0)

常習累犯窃盗 1                1            (100.0) -            

恐喝 1                1            (100.0) -            

大麻取締法違反 1                -            1            (100.0)

麻薬取締法違反 1                1            (100.0) -            

（注）１　実人員である。

　　　２　同一被告人に対し私選弁護人及び国選弁護人が選任された場合には重複して計

        上した。

　　　３　（　）は判決人員に対する割合（％）である。

私選弁護人が

選任された人員

国選弁護人が

選任された人員
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通訳翻訳人の付いた外国人の被告人につき、罪名別及び言語別に判決人員数をみると、

図表７８及び図表７９のとおりである。 

 

図表７８ 罪名別の通訳翻訳人の付いた外国人の判決人員 

 

総数 738             62         (8.4)

殺人 184             16         (8.7)

強盗致傷 121             12         (9.9)

傷害致死 83              1          (1.2)

現住建造物等放火 69              1          (1.4)

（準）強制わいせつ致死傷 65              2          (3.1)

（準）強制性交等致死傷 45              4          (8.9)

麻薬特例法違反 31              6          (19.4)

覚醒剤取締法違反 30              8          (26.7)

強盗致死（強盗殺人） 21              -          

危険運転致死 17              -          

強盗・強制性交等 15              1          (6.7)

保護責任者遺棄致死 12              1          (8.3)

銃刀法違反 11              -          

拐取者身の代金取得等 8                8          (100.0)

偽造通貨行使 6                1          (16.7)

傷害 4                -          

（準）強制性交等 2                -          

逮捕監禁致死傷 2                -          

強盗強姦 2                -          

公務執行妨害 1                -          

通貨偽造 1                -          

偽造有印私文書行使 1                -          

（準）強姦致死傷 1                -          

死体損壊等 1                -          

自殺関与及び同意殺人 1                -          

常習累犯窃盗 1                -          

恐喝 1                -          

大麻取締法違反 1                -          

麻薬取締法違反 1                1          (100.0)

（注）１　実人員である。

　　　２　（　）は判決人員に対する割合（％）である。

判決

人員
  うち通訳翻訳人の
  付いた外国人
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図表７９ 言語別の通訳翻訳人の付いた外国人の判決人員 

 

  

判決
人員

62        

ベトナム語 29        

9         

北京語 6         

広東語 3         

ペルシャ語 4         

英語 3         

スペイン語 3         

フィリピノ（タガログ）語 3         

ポルトガル語 3         

ウルドゥー語 1         

カンボジア語 1         

タイ語 1         

ネパール語 1         

ベンガル語 1         

ミャンマー語 1         

モンゴル語 1         

ロシア語 1         

（注）実人員である。

総数

中国語
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被告人に対し、手話通訳人等を付した判決人員は図表８０のとおりである。 

 

図表８０ 手話通訳人等の付いた被告人の判決人員 

      

 

 

 

手話通訳、要約筆記、点字翻訳を要した裁判員候補者及び裁判員等の人員は、図表８１

のとおりである。また、障害を有する裁判員候補者及び裁判員等に対して、手話通訳、要

約筆記、点字翻訳、車いすの貸出、職員による付添い等、何らかの対応を行ったとして報

告がされた事件は 17 件あった。 

 

 

 

図表８１ 手話通訳・要約筆記・点字翻訳を要した裁判員候補者、裁判員等の員数 

 

 

 

手話通訳人等の付いた

被告人の判決人員
1                  

（注）　実人員である。

選任手続期日に出席し

た裁判員候補者

選任された裁判員・補

充裁判員

20,278                    5,940                      

うち手話通訳 3                           -                           

うち要約筆記 -                           1                           

うち点字翻訳 -                           -                           

（注）１　総数のうち選任手続期日に出席した裁判員候補者は、

　　　　延べ人員である。

　　　２　１以外の人員は、実人員であり、概数である。

総数
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裁判員法違反事件の処理状況は、図表８２のとおりである。 

 

図表８２ 裁判員法違反事件の処理状況 

        （該当なし） 

 

裁判員候補者及び裁判員等に対し、過料の制裁を行ったとして報告がされた事件はなか

った。 


